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第５章 人権施策の推進のために 

 

１ 人権施策推進のための具体的な取組 

荒川区は、地域の中でともに助け合い、人を思いやる温かさが培われてきたまちであ

り、区民一人一人が身の周りで人権を侵害されている人の存在や地域における人権課

題の存在に気づき、解決に向けた取組を行うためには、更に人権意識の啓発を進めて

いくことが重要です。 

区は、人権に関する啓発、教育・研修、相談、支援等を積極的に行い、区民一人一人

が互いの人権を尊重し、個性や違いを認め合うことのできる、人権意識が醸成された

寛容で温かな地域づくりに取り組んでいきます。 

 

（１）区民意識の把握  

 人権意識の現状や人権問題の解決に向けた啓発のあり方を探るため、区政世論調

査等による区民意識調査や啓発事業におけるアンケート調査等を行い、区民の人権意

識の把握や啓発事業の効果検証に努め、各種人権施策に反映させていきます。 

 

（２）人権啓発の推進  

区では、これまで様々な人権課題を取り上げ、講演会やパネル展の実施及び区報特

集号の発行等を通して、区民に人権について考える機会を提供することにより、人権啓

発に努めてきました。今後も、人権課題の多様化・複雑化や新たな人権課題等を踏ま

え、正しい知識と理解を深めるための啓発活動を推進します。 

啓発活動に当たっては、インターネットをはじめとする様々な媒体の活用や、当事者

の講師の登用、参加体験型のイベントの実施等、より効果的な方法を調査・研究し、実

施していきます。 

 

（３）人権教育・研修の充実  

区では、区立小・中学校全校に人権教育推進担当教員を配置し、東京都教育委員会

の「人権教育プログラム」に基づく人権教育を実施しています。引き続き、児童・生徒一

人一人の人権を尊重できるよう、定期的な研修や研究活動等を通じて、教員の理解促

進・人権意識の向上を図り、人権教育の充実につなげていきます。 

令和 7（20２５）年には、いじめ対策推進法に基づく「いじめ防止基本方針」を改定

し、各学校においても方針を定め、いじめ防止に取り組んでいます。今後も、全ての教

育活動を通じて、互いの人格を尊重し合い、偏見や差別、いじめを許さない人権感覚

を身に付けた児童・生徒の育成を図ります。 

社会教育においては、人権尊重の理念を根底に置き、各種生涯学習事業の推進に

取り組むとともに、区民が人権について考えるきっかけづくりを行います。 

また、区職員一人一人があらゆる場面において人権に配慮し、職務を遂行できるよ

う、引き続き、人権感覚を高める研修の実施・研修内容の充実に取り組んでいきます。 
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（４）相談・支援の連携  

区民が人権に関する課題に直面したときには、早期に相談窓口につながり、専門的

な助言や適切な支援を得ることが重要です。区では、各人権課題に応じた様々な相談

事業を実施していますが、最近では複合的な人権課題を抱える相談や新たな人権課題

に関する相談への対応が求められています。 

こうした状況に対応するため、分野ごとの相談窓口間や関係機関との情報共有・連

携強化に努めるとともに、東京法務局や公益財団法人東京都人権啓発センター等の公

的機関等の団体が設けている相談窓口との連携や活用を図り、幅広い課題に対応して

いきます。 

誰もが早期に相談窓口につながることができるよう、区内外の各種相談窓口のより

一層の周知を図り、相談しやすい環境づくりに努めていきます。 

 

（５）人権ネットワークの形成  

近年では、インターネットによる人権侵害をはじめ、広域的な対応が必要となる人権

課題が多くあります。このため、国・都との役割分担を踏まえ、積極的に情報共有を行

い、近隣自治体を含め、関係機関との人権ネットワークの一層の連携強化に努めます。 

 人権尊重の理念を地域に浸透させていくためには、区民や事業者等との協働が欠か

せません。人権擁護委員や民生委員、保護司、差別解消のために運動している団体等

と連携・協働し、地域全体で人権啓発活動等の取組を推進します。また、区民や民間事

業者が実施する人権啓発活動や人権研修の支援等、地域の人権にかかわる自主的な

取組を促し、人権施策における協働を推進していきます。 

さらに、人権課題に取り組む団体等との連携を強化し、効果的な啓発事業の実施、

必要な支援につながる相談事業の実施に向けて取組を進めていきます。 

 

２ 人権施策推進の体制 

（１）庁内の組織体制 

人権課題は、個別課題が多岐にわたり、複雜化・多様化していることに加え、近年で

は、複合的な課題への対応が求められています。こうした状況に対応するため、全庁で

情報共有を図り、組織横断的に課題解決に向けた取組を推進していきます。 

 

（２）取組の点検・評価と改善 

本指針に関連する庁内各部の取組について、庁内の横断的な組織において、それぞ

れの実施状況の点検・評価に加え、新たに発生した課題等について定期的に意見交換

を行うことにより、各取組の改善につなげていきます。 

 

  


